
政
令
第

号

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十

六
号
）
第
九
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
条
第
四
項
、
石
油
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
、
大
規
模
地
震

対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
、
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係

る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
、
公
益
通
報
者
保
護
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
別
表
第
八
号
並
び
に
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十

一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
九
条
第
一
号
ホ
中
「
（
同
法
」
を
「
で
同
法
」
に
改
め
、
「
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
小
売
事
業
を
除

く
。
）
」
を
削
り
、
「
も
の
」
の
下
に
「
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
小
売
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六

年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
導
管
」
を
加
え
る
。

（
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
十
第
二
項
中
「
第
百
七
十
六
条
第
一
項
又
は
」
を
「
第
百
七
十
六
条
第
一
項
、
」
に
、
「
の
規
定
」
を
「
又
は

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六

年
法
律
第
三
十
七
号
。
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
「
水
素
等
供
給
等
促
進
法
」
と

い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
三
項
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
水
素
等
供
給
等
促
進
法
第
十
六
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
」
を
削
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
三
項
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
水
素
等
供
給
等
促
進
法
第
十
六
条
第
一
項
に
お



い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
条
中
「
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水

素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
七
号
。
第
三
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
「
水
素
等

供
給
等
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
、
同
法
」
を
「
、

高
圧
ガ
ス
保
安
法
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
政
令
」
を
「
届
出
の
受
理
、
許
可
、
命
令
そ
の
他
の
政
令
」
に
改
め
、
「
又
は
第
三
十
八
条
第

一
項
」
を
削
り
、
「
に
規
定
す
る
届
出
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
届
出
」
に
、
「
取
消
し
」
を
「
取
消
し
で
同
法
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
も
の
、
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
で
同
法
第
九
条
に
規
定
す
る
第
一
種

製
造
者
に
係
る
も
の
」
に
、
「
措
置
」
を
「
措
置
で
同
法
第
九
条
に
規
定
す
る
第
一
種
製
造
者
に
係
る
も
の
」
に
改
め
、
同

条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



３

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
通
知
の
受
理
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
水
素
等
供
給
等
促
進
法
第
二
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受
理
（
水
素
等
供
給
等
促
進
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
、
水
素
等
供
給
等
促
進

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
（
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
易
な
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
水
素
等

供
給
等
促
進
法
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
準
用
高
圧
ガ
ス
保

安
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
準
用
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
二
十
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す

る
完
成
検
査
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
同
条
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
完
成
検
査
又
は
同
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
（
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
易
な
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
水
素
等
供
給
等

促
進
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
水
素
等
供
給
等
促
進
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
取

消
し
で
水
素
等
供
給
等
促
進
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
係
る
も
の
、
水
素
等
供
給
等
促
進
法
第
二
十
三

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
で
水
素
等
供
給
等
促
進
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
製
造
者
に
係
る
も
の
及
び

準
用
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
三
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
又
は
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の



低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
承
認
に
係

る
事
業
所
（
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
製
造
期
間
に
お
け
る
当
該
承
認
に
係
る
事
業
所
に
限
る
。
）
」
を
加

え
る
。

一

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
第
四
条
第
五
号

二

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
四

号
）
第
三
条
第
五
号

三

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
七

年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
第
三
条
第
五
号

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
六
十
九

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す



る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
七
号
）

（
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
第
八
号
中
「
第
七
十
八
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め

の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
い
、
道
路
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


